
 
 
 
    平成２７年度前橋市公共下水道接続促進補助金交付要項 
                       平成２７年４月１日から適用 
 
取扱担当課 
 前橋市水道局 下水道整備課（水道局本庁舎２階） 
         電話 ０２７－８９８－３０７４（直通） 
            ０２７－２３４－５５１１（内線３０７４） 

 
この補助金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとおりです。 
交付目的 下水道法第１０条及び第１１条の３に基づく、接続及び改

造工事に対し費用の一部を補助することにより、公共下水道
への接続促進を図り、公共用水域の水質の保全に資すること
を目的とします。 

内
容 
 
 
 

補助事業者 この補助の対象となるのは、次の１～４のすべてに該当す
る排水設備工事確認申請の申請者とします。 
１ 本市に住所があり、実際に居住している個人 
２ 市民税が非課税の世帯 
３ 市税及び水道料金を滞納していない個人 
４ 都市計画下水道事業受益者負担金及び公共下水道事業分

担金を滞納していない個人 

交付の対象
となる事業
及び経費 

・補助の対象となる事業 
次の１～６すべてに該当する排水設備工事とします。ただし、
住宅新築（既存建物を取り壊して建築する場合を含みます。）
に関する工事は補助の対象となりません。 
１ 公共下水道区域内でし尿浄化槽またはくみ取り便所を廃
止して公共下水道に接続するための工事 

２ 現在公共下水道に接続していない個人所有の家屋の工事 
３ 住宅（併用住宅の場合は住宅部分の面積が総面積の２分
の１以上のものを含む）・２世帯住宅・集合住宅・共同住宅
の排水設備工事 

４ 供用開始告示後３年以内の工事 
５ 前橋市公共下水道接続奨励規程に基づく融資を受けてい
ない工事 

６ 平成２８年３月３１日までに排水設備工事が完成する工 
 事 
・補助の対象となる経費 
 排水設備の工事費 

交付金額 ３０，０００円 
ただし供用開始告示後１年以内の工事（本管工事完成後供

用開始告示前に行う工事を含みます。）は、５０，０００円 
また、工事費（消費税を除く。以下同じ。）が交付金額を下

回る場合は工事費（千円未満切捨て）とします。 



交
付
申
請
の
手
続 
等 
 

交付条件 
 
 
 
 
 
 
 

１ 補助事業者は、補助事業の遂行に関する報告及び実地調
査に応じることを求められた場合は、これに応じなければ
なりません。 

２ 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかに
した書類を常備し、補助事業終了後５年間保存し、提出を
求められた場合は、これに応じなければなりません。 

３ 補助事業者は、前橋市補助金等交付規則（平成１０年前
橋市規則第３４号）、この要項及び交付決定通知書に記載の
交付条件を遵守し、補助事業を行わなければなりません。 

交付申請の
方法、時期等 

次の書類により排水設備工事確認申請と同時に申請してく
ださい。 
１ 交付申請書 
２ 添付書類 
(1) 排水設備工事確認申請書の写し 
(2) 排水設備平面図 
(3) 排水設備の工事費用見積書の写し 
(4) 市民税の非課税証明書（世帯全員） 
(5) 市税及び延滞金を滞納していない証明書 
(6) その他必要とする書類 

交付決定の
時期等 
 

交付申請書類等の審査を行い、受理した日から１４日以内
に、交付の可否、金額、条件等を決定し、交付決定通知書、
又は不交付通知書により通知します。  

請求の方法、
支払時期等 
 
 

１ 実績報告書を提出し、補助金額が確定した後、次の書類
により請求してください。 
(1) 補助金交付請求書 
(2) 添付書類 

   ア 交付決定通知書の写し 
２ 上記書類の内容を確認し、受理した日から３０日以内に
支払います。 

対象事業が
変更、中止又
は廃止とな
った場合の
手続 

１ 補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとす
る場合は、変更等の手続きが必要となります。 
２ 上記の場合は、変更等を行う前に、変更等承認申請書を
提出し、承認の決定を受けなければなりません。 

変更等承認
決定の時期
等 

変更等承認申請書を受理した日から１４日以内に、承認の
可否を決定し、変更等承認通知書により通知します。 

実績報告書
の提出 
 
 
 
 
 
 

１ 事業が完了した日から１４日以内又は当該年度の末日の
いずれか早い日までに次の書類を提出してください。 
(1) 実績報告書 
(2) 添付書類 
 ア 排水設備工事完成届の写し 
 イ 排水設備工事契約書又は領収書の写し 
 ウ その他参考となる書類 

２ 上記により提出された書類の審査及び調査を行い、補助
金額を確定し、通知します。 



 交付決定の
取消し又は
補助金の返
還 

１ 次の場合は、補助金の交付決定の全てが取り消しとなり
ます。 
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は交付を受け 
たとき。 
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 
(3) この要項、交付決定の内容及びこれに付した条件に違 
反したとき。 

２ 次の場合は、指定された期限までに、補助金を返還しな
ければなりません。 
(1) 補助金の交付を受けた後、補助金の交付決定を取り消
された場合 取消しに係る部分の金額 

(2) 交付を受けた補助金額が、交付の対象となる事業及び
経費の実績額に基づき積算し、確定した金額を超える場
合超える部分の金額 

様
式 

申請書等の
様式 

１ 交付申請書（様式第１号） 
２ 交付決定通知書（様式第２号） 
３ 変更等承認申請書（様式第３号） 
４ 変更等承認通知書（様式第４号） 
５ 実績報告書（様式第５号） 
６ 補助金額確定通知書（様式第６号） 
７ 補助金交付請求書（様式第７号） 
８ 不交付通知書（様式第８号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


